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無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○
無
線
局
免
許
手
続
規
則(

昭
和
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号)

  

改
正
案 

現
行 

(

認
定
の
申
請) 

(

認
定
の
申
請) 

第
二
十
五
条
の
四 
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
申
請
書
に
開
設
計
画
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
、
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
五
条
の
四 

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
申
請
書
に
開
設
計
画
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
、
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第
十
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第
六
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

運
用
開
始
の
予
定
期
日(

そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
基
地
局
の
運
用
が
開
始
さ
れ
る

日
の
う
ち
最
も
早
い
日
の
予
定
期
日
を
い
う
。) 

一 

運
用
開
始
の
予
定
期
日(

そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
基
地
局
の
運
用
が
開
始
さ
れ
る

日
の
う
ち
最
も
早
い
日
の
予
定
期
日
を
い
う
。) 

二 

無
線
設
備
の
保
守
、
管
理
及
び
障
害
時
の
対
応
の
体
制
及
び
方
法 

二 

無
線
設
備
の
保
守
、
管
理
及
び
障
害
時
の
対
応
の
体
制
及
び
方
法 

三 

無
線
従
事
者
の
配
置
方
針 

三 

無
線
従
事
者
の
配
置
方
針 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
二
項
第
五
号
に

基
づ
き
開
設
指
針
に
お
い
て
定
め
る
事
項
に
関
す
る
事
項 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
二
項
第
五
号
に

基
づ
き
開
設
指
針
に
お
い
て
定
め
る
事
項
に
関
す
る
事
項 

３ 

第
一
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
別
表
第
五
号
の
六
の
と
お
り
と
し
、
当
該
申
請

書
に
添
付
す
る
開
設
計
画
の
様
式
は
、
別
表
第
五
号
の
七
の
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
別
表
第
五
号
の
六
の
と
お
り
と
し
、
当
該
申
請

書
に
添
付
す
る
開
設
計
画
の
様
式
は
、
別
表
第
五
号
の
七
の
と
お
り
と
す
る
。 

(

合
併
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用) 

第
二
十
五
条
の
八 

第
二
十
条
の
二(

第
三
項
を
除
く
。)

、
第
二
十
条
の
三
及
び
第

二
十
条
の
三
の
二
の
規
定
は
、
認
定
開
設
者
の
地
位
の
承
継
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
無
線
局
の
識
別

信
号(

パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
及
び
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
を
除
く
。)

、
種
別
、

(
合
併
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用) 

第
二
十
五
条
の
八 

第
二
十
条
の
二(

第
三
項
を
除
く
。)

、
第
二
十
条
の
三(

第
二
項

を
除
く
。)

及
び
第
二
十
条
の
三
の
二(

第
二
項
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
認
定
開
設

者
の
地
位
の
承
継
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
二

第
一
項
第
二
号
中
「
無
線
局
の
識
別
信
号(

パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
及
び
包
括
免
許
に
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免
許
の
番
号
又
は
予
備
免
許
の
番
号
、
免
許
人
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
者
の
氏

名
又
は
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
計
画
の
認
定
の
番
号
、
認
定
の
年
月
日
、
認

定
開
設
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
と
、
第
二
十
条
の
三
第
一
項
第
六
号
中
「
無
線
局

の
識
別
信
号(

パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
及
び
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
を
除

く
。)

、
種
別
、
免
許
の
番
号
又
は
予
備
免
許
の
番
号
、
免
許
人
又
は
予
備
免
許

を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
免
許
の
有
効
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
計

画
の
認
定
の
番
号
、
認
定
の
年
月
日
、
認
定
開
設
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
認
定

の
有
効
期
間
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
放
送
局(

受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行

う
も
の
を
除
く
。)

」
と
あ
る
の
は
「
移
動
受
信
用
地
上
放
送
（
放
送
法
第
二
条

第
二
号
の
二
の
六
に
規
定
す
る
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
す
る
特
定
基
地
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
第
三
号
」

と
あ
る
の
は
「
別
表
第
五
号
の
八
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
二
通
」
と
あ
る
の
は

「
一
通
」
と
、
第
二
十
条
の
三
の
二
第
一
項
第
五
号
中
「
無
線
局
の
識
別
信
号

(

パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
及
び
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
を
除
く
。)

、
種
別
、
免

許
の
番
号
又
は
予
備
免
許
の
番
号
及
び
免
許
の
有
効
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
認
定

計
画
の
認
定
の
番
号
、
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
の
有
効
期
間
」
と
、
同
条
第
二

項
中
「
放
送
局(

受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。)

」
と
あ
る
の

は
「
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
も
の
」
と
、
同
条
第
三

項
中
「
別
表
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
五
号
の
九
」
と
、
同
条
第
五
項
中

「
二
通
」
と
あ
る
の
は
「
一
通
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

係
る
特
定
無
線
局
を
除
く
。)

、
種
別
、
免
許
の
番
号
又
は
予
備
免
許
の
番
号
、

免
許
人
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
計

画
の
認
定
の
番
号
、
認
定
の
年
月
日
、
認
定
開
設
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
と
、
第

二
十
条
の
三
第
一
項
第
六
号
中
「
無
線
局
の
識
別
信
号(

パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
及
び

包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
を
除
く
。)

、
種
別
、
免
許
の
番
号
又
は
予
備
免

許
の
番
号
、
免
許
人
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
免
許
の

有
効
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
計
画
の
認
定
の
番
号
、
認
定
の
年
月
日
、
認
定

開
設
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
認
定
の
有
効
期
間
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二

項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
別
表
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
の
申
請
書
の
様

式
は
、
別
表
第
五
号
の
八
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
一
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
の
申
請
書
並
び

に
前
項
の
添
付
書
類
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
写
し
二
通
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項

の
申
請
書
及
び
前
項
の
添
付
書
類
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
写
し
一
通
」
と
、
第
二

十
条
の
三
の
二
第
一
項
第
五
号
中
「
無
線
局
の
識
別
信
号(

パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
及

び
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
を
除
く
。)

、
種
別
、
免
許
の
番
号
又
は
予
備

免
許
の
番
号
及
び
免
許
の
有
効
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
計
画
の
認
定
の
番
号
、

認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
の
有
効
期
間
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
の
申
請

書
の
様
式
は
、
別
表
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
別

表
第
五
号
の
九
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
の
申
請
書
並
び
に
前
項
の
添

付
書
類
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
写
し
二
通
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
の
申
請
書
及

び
前
項
の
添
付
書
類
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
写
し
一
通
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

別
表

第
五

号
の

六
 

特
定

基
地

局
の

開
設

計
画

の
認

定
申

請
書

及
び

開
設

計
画

の
別

表
第

五
号

の
六

 
特

定
基

地
局

の
開

設
計

画
の

認
定

申
請

書
及

び
開

設
計

画
の
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様
式

(第
25

条
の

4
関

係
) 

様
式

(第
25

条
の

4
関

係
) 

 
 

特
定

基
地

局
開

設
計

画
認

定
申
請

書
 

特
定

基
地

局
開

設
計

画
認

定
申

請
書

 

年
 
 
月

 
 
日

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 
 

 
総
務
大

臣
殿

 
 

申
請

者
(注

2) 
 

 
 

郵
便

番
号

 
 

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

 
 

住
所

 
 

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

 
 

氏
名

 
印

 
 

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
 
印

 

 
 

収
入
印
紙

貼
付
欄

 
(注

1) 

 
  

 
 

総
務
大

臣
殿

 
 

申
請
者

(注
2) 

 
 
 
郵

便
番
号

 
 

 
 
フ

リ
ガ
ナ

 
 

 
 
住

所
 

 
 
 
フ

リ
ガ
ナ

 
 

 
 
氏

名
 
印

 
 

 
 
フ

リ
ガ
ナ

 
 

 
 
代

表
者
氏

名
 

印
 

 
 

収
入

印
紙

貼
付

欄
 

(注
1) 

 
  

 
電
波
法
第

27
条

の
13

第
1
項

の
規

定
に
よ
り

特
定
基

地
局

の
開
設

計
画
の

認

定
を
受
け

た
い

の
で

、
下

記
に

よ
り

別
紙

の
書
類

を
添
え

て
申
請

し
ま
す

。
 

 
電
波
法
第

27
条
の

13
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

特
定

基
地

局
の

開
設

計
画

の
認

定
を
受
け

た
い
の

で
、

下
記

に
よ

り
別

紙
の

書
類

を
添

え
て

申
請

し
ま

す
。

 

記
 

記
 

1
 

該
当

す
る

開
設

指
針

が
示

さ
れ

た
告

示
の
件

名
及
び

番
号

 
1
 

該
当

す
る
開

設
指

針
が

示
さ

れ
た

告
示

の
件

名
及

び
番

号
 

2
 

欠
格

事
由

に
関

す
る

事
項

(注
3) 

2
 

欠
格

事
由
に

関
す

る
事

項
(注

3) 

 
注

1
 

収
入

印
紙

に
つ

い
て

は
、
該

当
欄

に
全
部
を

貼
付
で
き

な
い
場

合
は

、
別

紙
に

貼
付

す
る

旨
を

記
載

し
、

日
本

工
業

規
格

A
列

4
番
の
用

紙
に
貼

付
す

る
こ
と

。
 

 
注

1
 

収
入
印

紙
に
つ

い
て

は
、
該

当
欄

に
全

部
を

貼
付

で
き

な
い

場
合

は
、
別

紙
に
貼
付

す
る

旨
を

記
載

し
、

日
本

工
業

規
格

A
列

4
番

の
用

紙
に

貼
付

す
る
こ
と

。
 

 
 

2
 

申
請

者
欄

の
記

載
は

、
次

に
よ

る
こ
と

。
 

 
 

2
 

申
請
者

欄
の
記

載
は

、
次

に
よ

る
こ

と
。

 

 
 

 
(1) 

住
所

に
つ

い
て

は
、

法
人

又
は

団
体

の
場

合
は

、
本

店
又

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
を

記
載

す
る

こ
と
。

 
 

 
 

(1) 
住

所
に

つ
い

て
は

、
法

人
又

は
団

体
の

場
合

は
、

本
店

又
は

主
た

る

事
務
所
の

所
在

地
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
(2) 

氏
名

を
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
、

押
印

を
省

略
で

き
る

。
法

人
又

 
 

 
(2) 

氏
名

を
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
、

押
印

を
省

略
で

き
る

。
法

人
又
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は
団

体
の

場
合

は
、
そ

の
商

号
又

は
名
称

並
び
に

代
表
者

の
役
職

名
及
び

氏
名

を
記

載
す

る
こ

と
と

し
、
代

表
者
が

氏
名
を

自
筆
で

記
入
し

た
と
き

は
、
押

印
を

省
略

で
き

る
。
た

だ
し
、
申
請
者

が
法

律
に
よ

り
直

接
に
設

立
さ

れ
た

法
人

又
は

特
別

の
法

律
に

よ
り

特
別

の
設

立
さ

れ
た

法
人

の

場
合

は
、

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を
要
し

な
い
。

 

は
団
体
の

場
合

は
、
そ

の
商

号
又

は
名

称
並

び
に

代
表

者
の

役
職

名
及

び

氏
名
を
記

載
す

る
こ

と
と

し
、
代

表
者

が
氏

名
を

自
筆

で
記

入
し

た
と

き

は
、
押
印
を

省
略

で
き

る
。
た

だ
し

、
申

請
者

が
法

律
に

よ
り

直
接

に
設

立
さ

れ
た

法
人

又
は

特
別

の
法

律
に

よ
り

特
別

の
設

立
さ

れ
た

法
人

の

場
合
は
、

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

要
し

な
い

。
 

 
 

 
(3) 

申
請

者
が

外
国

人
で

あ
る

場
合

は
、

住
所

に
つ

い
て

は
、

国
籍

及
び

本
邦

内
に

お
け

る
居

住
地

を
記

載
す
る
も

の
と
し

、
氏
名

に
つ
い

て
は

、

自
筆

に
よ

り
記

載
し

た
と

き
は

、
押
印
を

省
略
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

 
 

 
(3) 

申
請

者
が

外
国

人
で

あ
る

場
合

は
、

住
所

に
つ

い
て

は
、

国
籍

及
び

本
邦
内
に

お
け

る
居

住
地

を
記

載
す

る
も

の
と

し
、

氏
名

に
つ

い
て

は
、

自
筆
に
よ

り
記

載
し

た
と

き
は

、
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

3
 

欠
格

事
由

に
つ

い
て

は
、
申

請
者
が
、
法
第

27
条
の

13
第

5
項

各
号
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、
当

該
各
号

に
定
め

る
規
定

に
該
当

し
な
い

と

き
は

、
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
 

3
 

欠
格
事

由
に

つ
い

て
は

、
申

請
者

が
法

第
5
条

第
3
項

各
号

の
欠

格
事

由

に
該
当
し

な
い

と
き

は
、

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 

4
 

用
紙

は
、

日
本

工
業

規
格

A
列

4
番

と
す
る

。
 

 
 

4
 

用
紙
は

、
日
本

工
業

規
格

A
列

4
番

と
す

る
。

 

別
表
第
五

号
の

七
 

特
定

基
地

局
の

開
設

計
画
の

様
式

(第
25

条
の

4
関
係

) 
別

表
第
五

号
の
七

 
特

定
基

地
局

の
開

設
計

画
の

様
式

(第
25

条
の

4
関

係
) 

特
定

基
地

局
開
設

計
画

 
特

定
基

地
局

開
設

計
画

 

1
 

特
定

基
地

局
の

目
的

 
 

2
 

特
定

基
地

局
の

開
設

を
必

要
と

す
る

理
由

 
1
 

特
定

基
地
局

の
開
設

を
必

要
と

す
る

理
由

 

 
(1) 

提
供

す
る

電
気

通
信

役
務

の
種

類
 (注

1) 
 

(1) 
提
供

す
る
電

気
通

信
役

務
の

種
類

 

 
(2) 

開
設

し
よ

う
と

す
る

特
定

基
地

局
の
内
容

 
 

(2) 
開
設

し
よ
う

と
す

る
特

定
基

地
局

の
内

容
 

 
 
ア
 

無
線

局
の

種
別

 
 

 
ア
 

無
線
局

の
種

別
 

 
 
イ
 

発
射

を
予

定
し

て
い

る
電

波
の

型
式

 
 

 
イ
 

発
射
を

予
定

し
て

い
る

電
波

の
型

式
 

 
 
ウ
 

使
用

し
よ

う
と

す
る

最
大

の
値

の
空
中

線
電
力

 
 

 
ウ
 

使
用
し

よ
う

と
す

る
最

大
の

値
の

空
中

線
電

力
 

 
 
エ
 

伝
送

情
報

の
具

体
的

内
容

(注
1) 

 
 
エ
 

伝
送
情

報
の

具
体

的
内

容
 



 

- 5 - 

 
(3) 

業
務

開
始

の
日

以
降

5
年

以
内

の
日
を

含
む
毎

年
度
又

は
毎
事

業
年
度

に

お
け

る
利

用
者

数
見

込
み

及
び

そ
の

算
出

根
拠

(注
1) 

 
(3) 

業
務

開
始
の

日
以

降
5
年

以
内

の
日

を
含

む
毎

年
度

又
は

毎
事

業
年

度
に

お
け
る
利

用
者
数

見
込

み
及

び
そ

の
算

出
根

拠
 

3
 

特
定

基
地

局
の

通
信

の
相
手

方
で
あ

る
移

動
す

る
無

線
局

の
移

動
範

囲
又

は
特

定
基

地
局

に
よ

り
行

わ
れ

る
移

動
受

信
用

地
上

放
送

に
係

る
放

送
対

象
地

域
(注

2) 

2
 

特
定

基
地
局

の
通
信

の
相

手
方

で
あ

る
移

動
す

る
無

線
局

の
移

動
範

囲
(注

1) 

4
 

希
望

す
る

周
波

数
の

範
囲

(注
3) 

3
 

希
望

す
る
周

波
数
の

範
囲

(注
2) 

5
 

当
該

通
信

系
又

は
当

該
放

送
系

に
含

ま
れ

る
特

定
基

地
局
の

総
数
並

び
に

そ
れ

ぞ
れ
の
特

定
基

地
局

の
無

線
設

備
の

設
置

場
所
及

び
開
設

時
期

(注
4) 

4
 

当
該

通
信

系
に

含
ま

れ
る

特
定

基
地

局
の

総
数

並
び

に
そ

れ
ぞ

れ
の

特
定

基
地

局
の
無
線

設
備
の

設
置

場
所

及
び

開
設

時
期

(注
3) 

6
 

電
波

の
能

率
的

な
利

用
を
確

保
す
る

た
め

の
技

術
で

あ
つ

て
、

特
定

基
地

局
の

無
線
設
備

に
用

い
る

予
定

の
も

の
(注

5) 
5
 

電
波

の
能

率
的

な
利

用
を

確
保

す
る

た
め

の
技

術
で

あ
つ

て
、

特
定

基
地

局
の

無
線
設
備

に
用
い

る
予

定
の

も
の

(注
4) 

 
(1) 

周
波

数
の

効
率

的
利

用
の

方
策

と
し

て
導

入
を

予
定

し
て

い
る

技
術

の
具

体
的
内

容
 

 
(1) 

周
波

数
の

効
率

的
利

用
の

方
策

と
し

て
導

入
を

予
定

し
て

い
る

技
術

の
具

体
的
内
容

 

 
(2) 

干
渉

回
避

の
方

策
と

し
て

導
入

を
予
定
し

て
い
る

技
術
の

具
体
的

内
容

 
 

(2) 
干
渉

回
避
の

方
策

と
し

て
導

入
を

予
定

し
て

い
る

技
術

の
具

体
的

内
容

 

7
 

当
該

放
送

系
に

含
ま

れ
る
す

べ
て
の

特
定

基
地

局
に

係
る

無
線

設
備

の
工

事
費

及
び
無
線

局
の

運
用

費
の

支
弁

方
法

(注
6) (注

7) 
 

8
 

事
業

計
画

及
び

事
業

収
支

見
積

り
(注

6) (注
8) 

 

9
 

放
送

事
項

(注
6) (注

9) 
 

10
 

そ
の
他

の
事

項
 

6
 

そ
の

他
の
事

項
 

 
(1) 

運
用

開
始

の
予

定
期

日
(注

10) 
 

(1) 
運
用

開
始
の

予
定

期
日

(注
5) 

 
(2) 

無
線

設
備

の
保

守
、

管
理

及
び

障
害
時
の

対
応
の

体
制
及

び
方
法

(注
11) 

 
(2) 

無
線

設
備
の

保
守

、
管

理
及

び
障

害
時

の
対

応
の

体
制

及
び

方
法

(注
6) 

 
(3) 

無
線

従
事

者
の

配
置

方
針

 
 

(3) 
無
線

従
事
者

の
配

置
方

針
 

 
 

ア
 

無
線

従
事

者
の

配
置

場
所

ご
と

の
無

線
従

事
者

の
資

格
及

び
人

数
(注

 
 
ア
 

無
線
従

事
者

の
配

置
場

所
ご

と
の

無
線

従
事

者
の

資
格

及
び

人
数

(注
7) 
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12) 

 
 
イ
 

将
来

的
な

無
線

従
事

者
の

確
保

の
方
法

 
 

 
イ
 

将
来
的

な
無

線
従

事
者

の
確

保
の

方
法

 

 
(4) 

そ
の

他
必

要
な

事
項

と
し

て
開

設
指

針
に

定
め

ら
れ

た
事

項
に

関
連

す
る

事
項

(注
13) 

 
(4) 

そ
の

他
必

要
な

事
項

と
し

て
開

設
指

針
に

定
め

ら
れ

た
事

項
に

関
連

す
る

事
項

(注
8) 

注
1
 

移
動

受
信

用
地

上
放

送
を

す
る

特
定

基
地

局
の

開
設

計
画

に
あ

つ
て

は

記
載

を
要

し
な

い
。

 
 

 
 

2
 

特
定

基
地

局
の

通
信

の
相

手
方

で
あ

る
移

動
す

る
無
線

局
の
移

動
範

囲
に

つ
い

て
は

、
当

該
特

定
基

地
局

に
よ
つ
て

無
線
通

信
業
務

を
行
う

こ
と
と

し

て
い

る
区

域
以

外
の

区
域

に
お

い
て

も
、
通
信

の
相
手

方
で
あ
る

移
動
す

る

無
線

局
の

無
線

通
信

を
可

能
と

す
る

た
め

に
、
同
一
の

開
設
指
針

に
係
る

特

定
基

地
局

の
開

設
を

予
定

し
て

い
る

他
の

事
業

者
と

の
業

務
委

託
契

約
の

締
結

を
予

定
し

て
い

る
場

合
で

あ
つ

て
は

、
当

該
他
の

事
業
者
の

氏
名
又

は

名
称

及
び

当
該

他
の

事
業

者
所

属
の

特
定

基
地

局
を

通
信

の
相

手
方

と
す

る
場

合
の

移
動

範
囲

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
注

1
 

当
該

特
定

基
地

局
に

よ
つ

て
無

線
通

信
業

務
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る

区
域
以
外

の
区

域
に

お
い

て
も

、
通

信
の

相
手

方
で

あ
る

移
動

す
る

無
線

局

の
無
線
通

信
を

可
能

と
す

る
た

め
に

、
同

一
の

開
設

指
針

に
係

る
特

定
基

地

局
の

開
設

を
予

定
し

て
い

る
他

の
事

業
者

と
の

業
務

委
託

契
約

の
締

結
を

予
定
し
て

い
る

場
合

で
あ

つ
て

は
、
当

該
他

の
事

業
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
当

該
他

の
事

業
者

所
属

の
特

定
基

地
局

を
通

信
の

相
手

方
と

す
る

場
合

の
移
動
範

囲
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 

3
 

周
波

数
は

、
希

望
す

る
周

波
数

の
範
囲
を
「
何

M
H

z
か

ら
何

M
H

z
ま

で
」

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 

2
 

周
波
数

は
、
希

望
す

る
周

波
数

の
範

囲
を
「

何
M

H
z
か

ら
何

M
H

z
ま

で
」

の
よ
う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 
 
な

お
、
特

定
の

周
波

数
を

希
望

す
る

場
合

は
、
希
望
す
る

周
波
数

の
範
囲

に

代
え

て
希

望
す

る
周

波
数

を
記

載
す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
 

 
 
 

な
お

、
特
定

の
周

波
数

を
希

望
す

る
場

合
は

、
希

望
す

る
周

波
数

の
範

囲

に
代
え
て

希
望

す
る

周
波

数
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

4
 

認
定

の
有

効
期

間
中

に
お

け
る

毎
年

度
ご

と
、

市
区
町

村
ご
と

及
び

無
線

局
の

種
別

ご
と

の
開

設
予

定
無

線
局

数
を

記
載
す

る
こ
と

。
 

 
 

3
 

認
定

の
有

効
期

間
中

に
お

け
る

毎
年

度
ご

と
、

市
区

町
村

ご
と

及
び

無
線

局
の
種
別

ご
と

の
開

設
予

定
無

線
局

数
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 
 
 

な
お

、
既

に
確

保
し

て
い

る
無

線
設
備

の
設
置

場
所
が

あ
る
場

合
に
あ

つ

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
設

置
場

所
の

住
所

を
「
何
市

何
町

」
等

の
よ
う

に
併
せ

て

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 
 
 

な
お
、
既

に
確

保
し

て
い

る
無

線
設

備
の

設
置

場
所

が
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は
、
そ
れ

ぞ
れ

設
置

場
所

の
住

所
を
「

何
市

何
町

」
等

の
よ

う
に

併
せ

て

記
載
す
る

こ
と

。
 



 

- 7 - 

 
 

5
 

学
術

資
料

等
の

添
付

を
も

つ
て

記
載

に
代

え
る

場
合
は

、
そ
の

旨
を

記
載

し
、

別
紙

に
よ

り
添

付
す

る
こ

と
。

 
 

 
4
 

学
術

資
料

等
の

添
付

を
も

つ
て

記
載

に
代

え
る

場
合

は
、

そ
の

旨
を

記
載

し
、
別
紙

に
よ

り
添

付
す

る
こ

と
。

 

6
 

電
気

通
信

業
務

を
行

う
こ
と

を
目

的
と

す
る

特
定

基
地

局
の

開
設

計
画

に

あ
つ

て
は

、
記

載
を

要
し

な
い

。
 

 

7
 

無
線

設
備

の
工

事
費

に
つ
い

て
は

、
そ

の
総

額
並

び
に

送
信

設
備

、
受

信

設
備

、
土

地
及

び
建

物
等

に
係

る
費

用
の

内
訳

を
そ

れ
ぞ

れ
記

載
す

る
こ

と
。
送

信
設

備
の

規
模

等
に

応
じ

て
送
信

設
備
及

び
受
信

設
備
の

単
価
が

異

な
る

場
合

に
は

そ
れ

ぞ
れ

の
単

価
及

び
そ

の
数

量
に

つ
い

て
も

記
載

す
る

こ
と

。
 

 

8
 

別
表

第
二

号
第

１
の

22
の

欄
の
う
ち

、
別

紙
(1)か

ら
(12)ま

で
及
び

(15)
か

ら
(18)ま

で
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ
と
。
た
だ
し

、
他
人

の
委

託
に
よ

り
、

そ
の

放
送

番
組

を
そ

の
ま

ま
送

信
す

る
放

送
を

す
る

特
定

基
地

局
の

開
設

計
画

に
あ

つ
て

は
、

別
紙

(1)か
ら

(3)ま
で

、
(6)及

び
(15)か

ら
(17)ま

で

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

 

9
 

放
送

事
項

を
放

送
の

目
的
別

種
類

に
よ

り
記

載
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

他

人
の

委
託

に
よ

り
、
そ

の
放

送
番

組
を
そ

の
ま
ま

送
信
す

る
放
送

を
す
る

特

定
基

地
局

の
開

設
計
画

に
あ

つ
て

は
、
「

放
送

事
業

者
が

委
託

に
よ

り
行

わ

せ
る

放
送

」
と

記
載

す
る

こ
と

。
 

 

 
 

10
 
年

月
日

を
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

 
5
 

年
月
日

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
 

11
 
無

線
設

備
の

保
守

、
管

理
及

び
障

害
時

の
対
応

の
体
制

及
び
方

法
の
記

載

は
、

次
に

よ
る

こ
と

。
 

 
 

6
 

無
線

設
備

の
保

守
、

管
理

及
び

障
害

時
の

対
応

の
体

制
及

び
方

法
の

記
載

は
、
次
に

よ
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

(1) 
保

守
、

管
理

及
び

障
害

時
の

具
体

的
な

対
応

体
制

及
び

方
法

を
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

 
 

(1) 
保

守
、

管
理

及
び

障
害

時
の

具
体

的
な

対
応

体
制

及
び

方
法

を
記

載

す
る
こ
と

。
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(2) 
部

内
規

定
等

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

部
内

規
定

等
の

添
付

を
も

つ
て

記
載

に
代

え
る

場
合

は
、
そ

の
旨
を

記
載
し

、
別

紙
に
よ
り

添
付

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
(2) 

部
内

規
定

等
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
部

内
規

定
等

の
添

付
を

も
つ

て
記
載
に

代
え

る
場

合
は

、
そ

の
旨

を
記

載
し

、
別

紙
に

よ
り

添
付

す
る

こ
と
。

 

 
 

12
 
既

に
無

線
従

事
者

を
有

し
て

い
る
場
合

に
あ
つ

て
は
、
当
該
無

線
従
事

者

の
資

格
及

び
人

数
を

併
せ

て
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

 
7
 

既
に

無
線

従
事

者
を

有
し

て
い

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
無

線
従

事
者

の
資
格
及

び
人

数
を

併
せ

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
 

13
 
法

第
27

条
の

12
第

2
項

第
5
号
の
規

定
に
よ

り
、

そ
の
他

必
要
な

事

項
と

し
て

開
設

指
針

に
定

め
ら

れ
た

事
項

に
つ

い
て

具
体

的
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 

8
 

法
第

27
条
の

12
第

2
項

第
5
号

の
規

定
に

よ
り

、
そ

の
他

必
要

な
事

項

と
し

て
開

設
指

針
に

定
め

ら
れ

た
事

項
に

つ
い

て
具

体
的

内
容

を
記

載
す

る
こ
と
。

 

 
 

14
 
用

紙
は

、
日

本
工

業
規

格
A
列

4
番

と
す
る

。
 

 
 

9
 

用
紙
は

、
日

本
工

業
規

格
A
列

4
番

と
す

る
。

 

別
表
第
五

号
の

八
 

認
定

計
画

承
継

申
請

書
の
様

式
(第

25
条
の

8
に
お

い
て
準

用

す
る
第

20
条

の
3
関

係
) 

別
表
第
五

号
の
八

 
認

定
計

画
承

継
申

請
書

の
様

式
(第

25
条

の
8
に

お
い

て
準

用

す
る
第

20
条
の

3
関

係
) 

 
第

1
 

申
請

書
 

 
第

1
 

申
請
書

 

年
 
 
月

 
 
日

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 
総
務

大
臣

殿
 

 
 
総
務

大
臣
殿

 

 
 
申
請

者
 

 
住

所
(注

1) 
 

 
申
請

者
 
 

住
所

(注
1) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
(ふ

り
が

な
) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

(ふ
り

が
な

) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
商

号
(又

は
名

称
) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
印

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

商
号

(又
は

名
称

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
(ふ

り
が

な
) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

(ふ
り

が
な

) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
代

表
者

氏
名

(注
2) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
印

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

代
表

者
氏

名
(注

2) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 
電
波

法
第

27
条

の
16

に
お

い
て

準
用
す
る

同
法
第

20
条

第
2
項

の
規
定

に

よ
り
、
認

定
開

設
者

の
地

位
を

承
継

し
た

い
の
で

、
下

記
に
よ
り

別
紙
の

書
類
を

添

え
て
申
請

し
ま

す
。

 

 
 
電
波

法
第

27
条

の
16

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
20

条
第

2
項

の
規

定
に

よ
り
、
認
定
開

設
者

の
地

位
を

承
継

し
た

い
の

で
、
下

記
に

よ
り

別
紙

の
書

類
を

添
え
て
申

請
し
ま

す
。
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記
 

記
 

 
1
 
合

併
又

は
分

割
当

事
者

 
 

1
 
合

併
又
は

分
割
当

事
者

 
 

(ふ
り

が
な

) 
商

号
(又

は
名

称
) 

住
所

(注
1) 

(ふ
り

が
な

) 
代

表
者
氏

名
(注

2) 

 
 

 
 

 
 

 

 
(ふ

り
が
な

) 
商

号
(又

は
名

称
) 

住
所

(注
1) 

(ふ
り

が
な

) 
代

表
者

氏
名

(注
2) 

 
 

 
 

 
 

 

 
2
 

合
併

後
存

続
す

る
法

人
若

し
く

は
合
併

に
よ

り
設

立
さ
れ

る
法
人

又
は

分
割

に
よ
り

無
線

局
を

そ
の

用
に

供
す

る
事
業

の
全
部

を
承
継

す
る
法

人
 

 
2
 

合
併
後

存
続

す
る

法
人

若
し

く
は

合
併

に
よ

り
設

立
さ

れ
る

法
人

又
は

分
割

に
よ
り
無

線
局

を
そ

の
用

に
供

す
る

事
業

の
全

部
を

承
継

す
る

法
人

 

 
 
 
住

所
(注

1) 
 

 
 
住

所
(注

1) 

 
 
 

(ふ
り

が
な

) 
 

 
 

(ふ
り

が
な

) 

 
 
 
商

号
(又

は
名

称
) 

 
 
 
商

号
(又

は
名

称
) 

 
 
 

(ふ
り

が
な

) 
 

 
 

(ふ
り

が
な

) 

 
 
 
代

表
者

氏
名

(注
2) 

 
 
 
代

表
者
氏

名
(注

2) 

 
3
 

合
併

又
は

分
割

決
議

の
年

月
日

及
び
合

併
又

は
分

割
に
よ

る
登
記

の
予

定
年

月
日

 
 

3
 

合
併
又

は
分

割
決

議
の

年
月

日
及

び
合

併
又

は
分

割
に

よ
る

登
記

の
予

定
年

月
日

 

 
4
 
合

併
又

は
分

割
の

理
由

 
 

4
 
合

併
又
は

分
割
の

理
由

 

 
5
 
認

定
開

設
者

の
地

位
の

承
継

を
必

要
と
す

る
理
由

 
 

5
 
認

定
開
設

者
の
地

位
の

承
継

を
必

要
と

す
る

理
由

 

 
6
 
承

継
に

係
る

認
定

計
画

 
 

6
 
承

継
に
係

る
認
定

計
画

 
 

認
定
の

番
号

 
認

定
の

年
月

日
 

認
定
開
設

者
の

商
号

(又
は
名

称
) 

認
定
の
有

効
期

間
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
認

定
の
番

号
 

認
定

の
年

月
日

 
認

定
開

設
者

の
商

号
(又

は
名

称
) 

認
定

の
有

効
期

間
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7
 

無
線

局
の

運
用

費
の

支
弁

方
法

（
移

動
受
信

用
地

上
放
送

を
す
る

特
定

基
地

局
に

係
る

開
設

計
画

に
限

る
。
）（

別
表

第
五
号

の
七
特

定
基
地
局

の
開
設

計
画

の
様

式
に

準
ず

る
。）

 

（
新
設
）

 

 
8
 

事
業

計
画

（
移

動
受

信
用

地
上

放
送

を
す
る

特
定

基
地
局

に
係
る

開
設

計
画

に
限

る
。）（

別
表

第
五

号
の

七
特

定
基

地
局
の
開

設
計
画

の
様
式

に
準
ず

る
。
） 

 

 
9
 

事
業
収

支
見

積
り

（
移

動
受

信
用

地
上

放
送

を
す

る
特
定

基
地
局

に
係

る
開

設
計

画
に

限
る

。）（
別

表
第

五
号

の
七

特
定
基
地

局
の
開

設
計
画

の
様
式

に
準

ず
る
。
）

 

 

 
10

 
欠

格
事

由
に

関
す

る
事

項
(注

3) 
 

7
 
欠

格
事
由

に
関
す

る
事

項
(注

3) 

 
 
注

1
 

住
所

に
つ

い
て

は
、
本

店
又

は
主
た
る

事
務
所

の
所

在
地
を

記
載
す

る

こ
と

。
 

 
 
注

1
 
住
所

に
つ
い

て
は

、
本

店
又

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
を

記
載

す
る

こ
と
。

 

 
 

 
2
 

代
表

者
氏

名
に

つ
い

て
は

、
代
表

者
が

氏
名

を
自
筆

で
記
入

し
た

と
き

は
、
押

印
を

省
略

で
き

る
。
た

だ
し
、
申
請
者

が
法

律
に
よ

り
直

接
に
設

立
さ

れ
た

法
人

又
は

特
別

の
法

律
に

よ
り

特
別

の
設

立
行

為
を

も
つ

て

設
立

さ
れ

た
法

人
の

場
合

は
、

代
表
者
の

氏
名
の

記
載
を

要
し
な

い
。

 

 
 

 
2
 
代

表
者

氏
名

に
つ

い
て

は
、

代
表

者
が

氏
名

を
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
、
押
印
を

省
略

で
き

る
。
た

だ
し

、
申

請
者

が
法

律
に

よ
り

直
接

に
設

立
さ

れ
た

法
人

又
は

特
別

の
法

律
に

よ
り

特
別

の
設

立
行

為
を

も
つ

て

設
立
さ
れ

た
法

人
の

場
合

は
、

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

要
し

な
い

。
 

 
 
 

3
 

欠
格

事
由

に
つ

い
て

は
、
申

請
者
が

、
法
第

27
条

の
13

第
5
項
各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

た
当

該
各

号
に

定
め

る
規

定
に

該
当

し

な
い

と
き

は
、

そ
の

旨
を

記
載

す
る
こ
と

。
 

 
 
 

3
 
欠
格

事
由

に
つ

い
て

は
、
申

請
者

が
法

第
5
条

第
3
項

各
号

の
欠

格
事

由
に
該
当

し
な

い
と

き
は

、
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
第

2
 

添
付

資
料

 
 

第
2
 

添
付
資

料
 

 
 

1
 

合
併

契
約

書
又

は
分

割
計

画
書

若
し
く

は
分
割

契
約
書

の
写
し

 
 

 
1
 

合
併
契

約
書
又

は
分

割
計

画
書

若
し

く
は

分
割

契
約

書
の

写
し

 

 
 

2
 

株
主

総
会

又
は

社
員

総
会

の
決

議
録

、
無

限
責

任
社
員

又
は
総

社
員

の
同

意
書

そ
の

他
合

併
又

は
分

割
に

関
す

る
意

思
の

決
定

を
証

す
る

に
足

り
る

書
類

 

 
 

2
 

株
主

総
会

又
は

社
員

総
会

の
決

議
録

、
無

限
責

任
社

員
又

は
総

社
員

の
同

意
書

そ
の

他
合

併
又

は
分

割
に

関
す

る
意

思
の

決
定

を
証

す
る

に
足

り
る

書
類
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3
 

合
併

後
存

続
す

る
法

人
若

し
く

は
合

併
に

よ
り

設
立
さ

れ
る
法

人
又

は
分

割
に

よ
り

無
線

局
を

そ
の

用
に

供
す

る
事

業
の

全
部

を
承

継
す

る
法

人
の

定
款

案
 

 
 

3
 

合
併

後
存

続
す

る
法

人
若

し
く

は
合

併
に

よ
り

設
立

さ
れ

る
法

人
又

は
分

割
に

よ
り

無
線

局
を

そ
の

用
に

供
す

る
事

業
の

全
部

を
承

継
す

る
法

人
の

定
款
案

 

別
表
第
五

号
の

九
 

認
定

計
画

承
継

申
請

書
の
様

式
(第

25
条
の

8
に
お

い
て
準

用

す
る
第

20
条

の
3
の

2
関

係
) 

別
表
第
五

号
の
九

 
認

定
計

画
承

継
申

請
書

の
様

式
(第

25
条

の
8
に

お
い

て
準

用

す
る
第

20
条
の

3
の

2
関

係
) 

 
第

1
 

申
請

書
 

 
第

1
 

申
請
書

 

認
定

計
画

承
継
申

請
書

 
認

定
計

画
承

継
申

請
書

 

年
 
 
月

 
 
日

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 

 
 
総
務

大
臣

殿
 

 
 
総
務

大
臣
殿

 

 
 
申
請

者
 

 
住

所
(注

1) 
 

 
申
請

者
 
 

住
所

(注
1) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

(ふ
り

が
な

) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
(ふ

り
が

な
) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

商
号

(又
は

名
称

) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
印

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
商

号
(又

は
名

称
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

(ふ
り

が
な

) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
(ふ

り
が

な
) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
(注

2) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

印
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
代

表
者

氏
名

(注
2) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

 
 
電
波

法
第

27
条

の
16

に
お

い
て

準
用
す
る

同
法
第

20
条

第
3
項

の
規
定

に

よ
り
、
認

定
開

設
者

の
地

位
を

承
継

し
た

い
の
で

、
下

記
に
よ
り

別
紙
の

書
類
を

添
え
て

申
請

し
ま

す
。

 

 
 
電
波

法
第

27
条

の
16

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
20

条
第

3
項

の
規

定
に

よ
り
、
認
定
開

設
者

の
地

位
を

承
継

し
た

い
の

で
、
下

記
に

よ
り

別
紙

の
書

類
を

添
え
て
申

請
し
ま

す
。

 

記
 

記
 

 
1
 
譲

渡
人

 
 

1
 
譲

渡
人

 
 

(ふ
り

が
な

) 
氏

名
(注

3) 
住

所
(注

1) 
(ふ

り
が
な

) 
代

表
者
氏

名
(注

4) 

 
(ふ

り
が
な

) 
氏

名
(注

3) 
住

所
(注

1) 
(ふ

り
が

な
) 

代
表

者
氏

名
(注

4) 



 

- 12 - 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
2
 
譲

受
人

が
事

業
を

譲
り

受
け

る
年

月
日

 
 

2
 
譲

受
人
が

事
業
を

譲
り

受
け

る
年

月
日

 

 
3
 
事

業
の

譲
受

け
の

理
由

 
 

3
 
事

業
の
譲

受
け
の

理
由

 

 
4
 
認

定
開

設
者

の
地

位
の

承
継

を
必

要
と
す

る
理
由

 
 

4
 
認

定
開
設

者
の
地

位
の

承
継

を
必

要
と

す
る

理
由

 

 
5
 
承

継
に

係
る

認
定

計
画

 
 

5
 
承

継
に
係

る
認
定

計
画

 
 

認
定
の

番
号

 
認

定
の

年
月

日
 

認
定
の
有

効
期
間

 

 
 

 
 

 
 

 

 
認

定
の
番

号
 

認
定

の
年

月
日

 
認

定
の

有
効

期
間

 

 
 

 
 

 
 

 

 
6
 

無
線

局
の

運
用

費
の

支
弁

方
法

（
移

動
受
信

用
地

上
放
送

を
す
る

特
定

基
地

局
に

係
る

開
設

計
画

に
限

る
。
）（

別
表

第
五
号

の
七
特

定
基
地
局

の
開
設

計
画

の
様

式
に

準
ず

る
。）

 

（
新
設
）

 

 
7
 

事
業

計
画

（
移

動
受

信
用

地
上

放
送

を
す
る

特
定

基
地
局

に
係
る

開
設

計
画

に
限

る
。）（

別
表

第
五

号
の

七
特

定
基

地
局
の
開

設
計
画

の
様
式

に
準
ず

る
。
） 

 

 
8
 

事
業
収

支
見

積
り

（
移

動
受

信
用

地
上

放
送

を
す

る
特
定

基
地
局

に
係

る
開

設
計

画
に

限
る

。）（
別

表
第

五
号

の
七

特
定
基
地

局
の
開

設
計
画

の
様
式

に
準

ず
る
。
）

 

 

 
9
 
欠

格
事

由
に

関
す

る
事

項
(注

5) 
 

6
 
欠

格
事
由

に
関
す

る
事

項
(注

5) 

 
 
注

1
 

住
所

に
つ

い
て

は
、
法

人
又

は
団

体
の
場

合
は

、
本

店
又
は

主
た
る

事

務
所

の
所

在
地

を
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

 
注

1
 
住
所

に
つ
い

て
は

、
法

人
又

は
団

体
の

場
合

は
、
本

店
又

は
主

た
る

事

務
所
の
所

在
地

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
2
 

氏
名

を
自

筆
で

記
入

し
た

と
き
は

、
押

印
を

省
略
で

き
る
。

法
人

又
は

団
体

の
場

合
は

、
そ

の
商

号
又

は
名
称
並

び
に
代

表
者
の

役
職
名

及
び
氏

名
を

記
載

す
る

こ
と

と
し

、
代

表
者

が
氏

名
を

自
筆

で
記

入
し

た
と

き

 
 

 
2
 
氏

名
を

自
筆

で
記

入
し

た
と

き
は

、
押

印
を

省
略

で
き

る
。

法
人

又
は

団
体
の
場

合
は

、
そ

の
商

号
又

は
名

称
並

び
に

代
表

者
の

役
職

名
及

び
氏

名
を

記
載

す
る

こ
と

と
し

、
代

表
者

が
氏

名
を

自
筆

で
記

入
し

た
と

き
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は
、
押

印
を

省
略

で
き

る
。
た

だ
し
、
申
請
者

が
法

律
に
よ

り
直

接
に
設

立
さ

れ
た

法
人

又
は

特
別

の
法

律
に

よ
り

特
別

の
設

立
行

為
を

も
つ

て

設
立

さ
れ

た
法

人
の

場
合

は
、

代
表
者
の

氏
名
の

記
載
を

要
し
な

い
。

 

は
、
押
印
を

省
略

で
き

る
。
た

だ
し

、
申

請
者

が
法

律
に

よ
り

直
接

に
設

立
さ

れ
た

法
人

又
は

特
別

の
法

律
に

よ
り

特
別

の
設

立
行

為
を

も
つ

て

設
立
さ
れ

た
法

人
の

場
合

は
、

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

要
し

な
い

。
 

 
 
 

3
 

法
人

又
は

団
体

の
場

合
は

、
そ

の
商

号
又
は

名
称
を

記
載
す

る
こ
と

。
 

 
 
 

3
 
法
人

又
は

団
体

の
場

合
は

、
そ

の
商

号
又

は
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
4
 

法
人

又
は

団
体

の
場

合
は

、
代
表

者
の

役
職

名
及
び

氏
名
を

記
載

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
譲

渡
人

が
法

律
に
よ
り

直
接
に

設
立
さ

れ
た
法

人
又
は

特
別

の
法

律
に

よ
り

特
別

の
設

立
行

為
を

も
つ

て
設

立
さ

れ
た

法
人

の

場
合

は
、

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を
要
し

な
い
。

 

 
 

 
4
 
法

人
又

は
団

体
の

場
合

は
、

代
表

者
の

役
職

名
及

び
氏

名
を

記
載

す
る

こ
と
。
た
だ
し

、
譲

渡
人

が
法

律
に

よ
り

直
接

に
設

立
さ

れ
た

法
人

又
は

特
別

の
法

律
に

よ
り

特
別

の
設

立
行

為
を

も
つ

て
設

立
さ

れ
た

法
人

の

場
合
は
、

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

要
し

な
い

。
 

 
 
 

5
 

欠
格

事
由

に
つ

い
て

は
、
申

請
者
が

、
法
第

27
条

の
13

第
5
項
各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

た
当

該
各

号
に

定
め

る
規

定
に

該
当

し

な
い

と
き

は
、

そ
の

旨
を

記
載

す
る
こ
と

。
 

 
 
 

5
 
欠
格

事
由

に
つ

い
て

は
、
申

請
者

が
法

第
5
条

第
3
項

各
号

の
欠

格
事

由
に
該
当

し
な

い
と

き
は

、
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
第

2
 

添
付

資
料

 
 

第
2
 

添
付
資

料
 

 
 

1
 

事
業

の
譲

渡
に

関
す

る
契

約
書

の
写
し

 
 

 
1
 

事
業
の

譲
渡
に

関
す

る
契

約
書

の
写

し
 

 
 

2
 

譲
受

人
の

定
款

 
 

 
2
 

譲
受
人

の
定
款
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